
【建設】 【運送】 【産廃】 【風営】 

★建設業★ 技能検定へ挑戦しませんか？ 

御社のこんな社員さん＆職人さんを説得してください。 

① 経験年数の長い方 

②「我こそは！」自分の腕に自信がある方 

③ ハードルを徐々に上げて、いずれは施工管理技士などの取得も応援したい 

～年に 1 度のチャンス到来です！！～ 

技能検定とは働くうえで必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度で全 120

種以上の試験があります。試験に合格すると合格証書が交付され「技能士」と名乗ることが

できます。 

技能士のメリット 

〇 建設業許可の技術者要件となり許可取得や業種追加に有効です！ 

〇 建設キャリアアップシステムの会社評価が上がり、職人さんはランクアップ！ 

  職人さんは技能者カードのランクアップにつながり、会社も有能な職人さんを多く抱え

ることで評価が上がります。 

 ※建設キャリアアップシステム 

  会社の状況や職人さんの技能等の見える化を図る制度。官民一体となり様々なサービス

との連携を推進し公共工事を中心に普及促進を図っています。外国人労働者（特定技能）

の採用要件や経審の改正案にも盛り込まれています。 

検定の特徴  

〇 学科と実技の試験があり両方に合格する事が必要です。片方のみ合格の場合には、次回、

不合格となった方のみを受験し合格する事で技能士となることができます。 

〇 建設系業種は試験の難易度によって 1級・2級に分かれています。 

 

牟田事務所で事務局をお預かりしている東海建設躯体工業会では「とび工」の

受験取り纏めを行っております。受験申込を検討している場合は是非ご相談く

ださい！ 【小泉】 

試験案内開始 令和 2 年 3 月 3 日 
※ 申請受付期間 4 月 6 日～4 月 17 日（予定） 

技能検定制度 検索 
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★運送業★ ホワイト経営準備できていますか？ 

2019年度中に始まるホワイト経営 

ドライバーの労働条件や労働環境を改善するとともに、必要と

なる運転者を確保・育成するために、長時間労働の是正等の働

き方改革に取り組む事業者を求職者から「見える」ように評価

する制度が、自動車運送事業者のホワイト経営認証制度です。 

このホワイト経営認証制度の正式名称は「運転者職場環境良好度認証制度」です。 

申請資格 
運送事業許可取得後 3年以上経過していること等の条件が定められます。 

認証基準 
認証項目の達成状況に応じて「一つ星」「二つ星」「三つ星」の三段階で認証が行われますが、

最初はどの事業者も「一つ星」からのスタートです。運送業の項目数は 83項目あります。 

 

認証段階 一つ星(★) 二つ星(★★) 三つ星(★★★) 

認証基準の設定水準 
業界上位 2分の 1 

（50％） 
水準以上 

業界上位 4分の 1 
（25％） 

水準以上 

業界上位 8分の 1 
（12.5％） 

水準以上 

必須項目数 22 23 31 

加点項目数 
(各項目 2点以内) 61 60 52 

基準点数 53点以上 76点以上 53点以上 

審査方法は書類審査と対面審査もある場合もあります。一つ星は書類審査のみです。 

申請・登録料（電子申請の場合） 
審査料（書面審査、対面審査）30,000円  

複数の営業所を対象とする場合+3,000円×営業所数（本社を除く） 

登録料（審査結果作成、登録費用）60,000円 

複数の営業所を対象とする場合+5,000円×営業所数（本社を除く） 

有効期間 
認証の有効期間は、当面の間は２年間となっています。 

既に取得した認証の有効期間内であっても、次の認証段階の申請を申請することも可能です。

例えば、今年「一つ星」、来年「二つ星」、再来年「三つ星」を申請することが可能です。 

実現に向けて検討されているインセンティブ措置 

・ホワイト物流推進運動を通じた認証トラック事業者の積極的活用の推奨 

・ハローワーク所内やハローワークインターネットサービスを通じ、認証制度及び認証事業

者の周知 

・一般監査の端緒から「長期間監査を実施していないこと」を除外 

・補助金の優先採択 等 

 

 
ホワイト経営を取得してドライバーさんをがっちり確保しましょう！！ 



★各種許認可事業と成年後見制度★   

成年後見制度とは？  

認知症や精神障害などで財産管理能力を失った方を保護し，支援する

のが成年後見制度です。 

大きく分けて、「法定後見」と「任意後見」の２つがあり、法定後見に

はさらに「後見」「保佐」「補助」の３つの類型があり、判断能力の程度

に応じて制度を選べるようになっています。手続きに時間がかかるため、

実務では倦厭されることもありましたが、超高齢化社会において必要

性・重要性が高まり、政府も利用促進に努めています。 

■ 成年後見制度と各種業法 

財産管理や契約の代理、また被後見人が行った不利益な取引行為全般について取消権・代

理権を行使できる便利な制度である一方、被後見人・被保佐人となった人が公務員などの資

格を失う「欠格条項」が差別を助長すると度々問題視されてきました。 

この問題に対し政府は、成年被後見人又は被保佐人であることを理由に不当に差別されな

いように各種法律の欠格条項をなくすべく、制度利用者の権利を一律に制限する規定を国と

自治体の双方で撤廃する「一括整備法」設けました。 

その内、営業許可等に対しては原則として「役員の欠格事由から成年後見人等を削除し、併せ

て個別審査規定を整備」と改正されました。 

欠格事由から成年被後見人等を削除し、その疎明書類として添付してきた「登記されていな

いことの証明書」の取り扱いについても動きがあります。 

 

それぞれの対応は現状下記のとおりです。 

建設業法 

愛知県では今まで通り、「登記されていないことの証明書」の添付を求

めていますが、他府県では登記されていないことの証明書または医師の

診断書としています。成年被後見人または被保佐人であってもお医者さ

んが契約の締結・履行に必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ

とができると診断すれば欠格事由には該当しないということです。 

風俗営業 

その他 

愛知県警は風俗営業、古物、質屋、警備業などの許可申請に際し、「登

記されていないことの証明書」の添付を廃止しました。 

廃棄物処理法 

愛知県では各種許可申請について「登記されていないことの証明書」の

添付を廃止。認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に

該当しないという申立書を添付し、必要な場合は医師の診断書の提出を

求めるとしています。近隣他県では現状、登記されていないことの証明

書の添付が必要ですが、ゆくゆくは愛知県と同じく廃止となるのではな

いかと思います。 

 

事務の簡素化も伴い、「登記されていないことの証明書」を添付する許認可申請がなくなる日

がすぐそこまでやってきているようです。(白木) 

各種許認可申請の 

添付書類が変わる！！ 



2 月 22 日は行政書士記念日 
牟田開業 1991年 ヒット曲 ラブストーリーは突然に 

東京都庁が新宿移転して新東京都庁庁舎開庁 

バブル景気最終、ジュリアナ東京で羽根つき扇子を振って踊っていた時代。 

※新東京都庁へ建設業大臣許可新規申請に…当時の担当職員のスキルの高さに圧倒！ 

 

発足当時 無試験で登録制 

昭和 26年 試験制度導入 

平成 13年 テレビドラマかばちたれブーム（合格率 19％） 

平成 15年 かばちたれブームで受かればラッキー程度のにわか受験者急増に伴って 

合格率 2.9%にまで低下   最近では合格率 10％程度で推移 

 

行政書士の役割 

隣接法律専門職種として、さまざまな法律知識や経験を駆使し、悩みを抱えて困っている方

や、公的な手続きの方法がわからない方をサポートすることだと思います。 

取り扱える業務は 1万種類以上！非常に守備範囲が広いことが特徴です。 

 

牟田事務所スタッフの考え 

さまざまなサービスを提供することができる点は、行政書士ならではの楽しさであり、いつ

までも新鮮な気持ちで働くことができる。一方でそれだけ多くの知識・経験が求められると

いうことでもあると思います。 

お客様からの依頼に応える。気づいておられないポイント、リスクも分かり

よくお伝えし会社の経営方針にも影響を与えるような仕事をしたい。常にア

ンテナを高くして、依頼＋αを心掛け、皆様からより多くの「ありがとう！」

の言葉を頂けるよう日々精進してまいります。 

 

 

窓口情報 
入管 

名古屋入国管理局（港区）へ就労ビザ申請に行ってきました。卒業シーズンを迎え、外国人

留学生が日本企業へ就職するため受付は大混雑！窓口に設けられた特別ブースには行列がで

きていました。職員の方にお話を聞くと 12月から受付を開始しており審査業務がピークを迎

え、通常 1か月程の審査期間が 2か月は掛かっているそうです。(小泉) 

 

運輸支局 

愛知運輸支局の輸送課では、昨年 11月の法改正により新規・計変

ともに標準処理期間が 1 か月延び、窓口に少しは余裕ができたの

かな？と思いましたが相変わらずデスクの上は書類が山積み！担

当者も申請書等の新様式に対応しきれていない様子でバタバタし

てます。これから年度末ということもあり、さらにバタバタする

ことが予想されます。新規・計変を予定している方はお早めにご

連絡下さい。(田口) 


